参考資料2
【別添1：原材料等の価格高騰による影響を受けている業種に係る調査】
○記入対象業種

以下の要件を満たす場合は、別添１に記入してください。

＜要件＞

主要原材料等（注1）の価格が著しく上昇し、かつ、物の販売又は役務の提供の価格（加工賃を含む。）の引上げが著しく困難であることにより、その業種に属する企業の50％以上の中小企業者（注2）について、当該企業の製品等原価のうち20％以上を占める単一の主要原材料等又は40％以上を占める複数の主要原材料等（注3）の最近3か月間の月平均購入価格が前年同期の月平均購入価格に比してそれぞれ20％以上上昇しているにもかかわらず、最近3か月の月平均製品等価格が前年同期の月平均製品等価格に比して、原材料等価格の上昇率の60％以上に上昇しておらず、価格転嫁が十分になされていないこと（注4）により、当該中小企業者の経営が著しく悪化しており、かつ、この状態が当分の間解消される見込みがない業種。

（注1）主要原材料等は、次のとおりとする。（参考）
原油、石油製品、石油化学製品、ナフサ、ストレートアスファルト、天然ゴム、銑鉄、スクラップ、特殊鋼、鋼材、鋼、ステンレス、石炭、コークス、チタン・同合金、銅・同合金、アルミニウム・同合金、亜鉛・同合金、マグネシウム・同合金、合成樹脂、紙、古紙、木材、木材チップ、界面活性剤、米穀、麦類、雑穀、粉類、砂糖、酪農製品、動植物性油脂、豆類、油脂用種実、糖類、魚介類・同一次品、海草類・同一次品、肉類、鳥卵、肉製品、加工卵製品、めん類、プラスチック製容器、缶、瓶、肥料、りん鉱石、アンモニア

（注2）その業種に属する企業の50％以上の中小企業者

「（4）企業数の動向」に記入
	
	令和５年度末
	調査時点

	（Ｂ）中小企業数
	2，560社
	

	（Ｄ）調査対象中小企業者数
	
	256社

	（Ｅ）条件適合中小企業者数
	
	170社

	（Ｅ）／（Ｄ）
	
	66．4％


※　その業種に属する企業の50％以上の中小企業者の割合を確定させるに当たり、必ずしも全数調査を必要とするものではなく、相当程度のサンプル数があれば、サンプル調査でもデータとして採用する。条件に適合する中小企業者とは、（注3）～（注4）の基準を満たす中小企業者を指す。
（注3）単一又は複数の主要原材料価格が製品等原価に占める割合（単一の場合は20％以上、複数の場合は40％以上）
「（5）主要原材料価格が製品等原価に占める割合」に記入
（主要原材料名：チタン、アルミニウム、マグネシウム）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

	
	令和６年
	備考

	
	７月
	８月
	９月
	

	1 製品等原価
	500
	240
	200
	

	平均製品等原価
	313
	

	2 主要原材料の購入額
	200
	120
	140
	

	平均主要原材料等購入額
	153
	

	3 主要原材料等利用率

（②/①）
	48．9％
	単一の場合20％以上、複数の場合40％以上であること。


※製品には、加工業における加工、サービス業における役務の提供を含むこととし、以下「製品等」という。
※複数の主要原材料等が原材料価格に占める割合が業種として40％以上を占めていること。
※当該基準に合致する中小企業者の合計額を記入することとする。ただし、業種全体の統計がある場合にはそちらを記入してもよい。（この場合は、数字の根拠となる統計データを添付すること。）
（注4-1）主要原材料等の価格上昇の動向

「（6）－①主要原材料等の価格上昇の動向」に記入
（単位：千円）

	
	令和５年
	令和６年
	

	
	７月
	８月
	９月
	７月
	８月
	９月
	

	主要原材料等の価格
	150
	80
	77
	200
	120
	140
	主要原材料等価格上昇率

	平均
	102
	153
	50％


（注4-2）製品等価格上昇の動向

「（6）－②製品等価格上昇の動向」に記入
（単位：千円）

	
	令和５年
	令和６年
	

	
	７月
	８月
	９月
	７月
	８月
	９月
	

	製品等の価格
	1000
	1100
	1000
	1200
	1300
	1300
	製品等価格上昇率
	主要原材料等価格上昇率の60％

	平均
	1033
	1266
	22.6％
	30％


※製品等価格上昇率が原材料等価格の上昇率の60％以上に上昇していないこと。
以　上　
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